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過量服薬による少年の非行等の防止に向けた警察庁からの協力依頼について 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

昨今、本来の使用量を逸脱して一般用医薬品等を過剰に摂取した少年が非行に及び、

また、犯罪被害に遭う状況が生じている中、過量服薬による少年非行等の防止に向け

て、厚生労働省医薬局総務課長及び医薬安全対策課長より別添のとおり協力依頼があ

りましたのでお知らせいたします。 

過量服薬を繰り返す少年及びそのような少年に一般用医薬品を譲り渡している者

の中には、一般用医薬品を販売店から万引きをすることにより調達をしている者が確

認されており、こうした供給源を根絶するためには、万引き防止に向けた販売店の協

力が不可欠です。薬局・店舗販売業においては、医薬品のうち、過量服薬の懸念の強

い商品については、① 購入者の手が直接届かない場所、従業員が常駐する場所から目

に付きやすい場所への配置・陳列、② 店頭に複数個陳列せず、商品カードや空箱での

対応、③ 防犯タグ等の万引き防止機器の取り付け、④ 短期間での棚卸し等在庫管理

の徹底等により万引き防止対策の徹底を図るとともに、万引きを認知した場合の警察

への届出や顧客の不審動向がある場合の警察への通報等が求められています。 

つきましては、法令を遵守した販売対応はもとより、広く防犯や若年者による医薬

品の不適正な入手の防止への協力について貴会会員へご周知いただくとともに、貴会

におかれましては、警察と情報共有体制を構築するなど連携強化に努めることにつき

ご理解、ご協力を賜りますよう願い申し上げます。 

 

＜別添＞ 
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過量服薬による少年の非行等の防止に向けた警察庁からの協力依頼について 

 

今般、警察庁生活安全局人身安全・少年課長より、別添のとおり、「過量服薬に

よる少年の非行等の防止に向けた連携強化の依頼について」（警察庁丁人少発第

1325号令和６年10月30日付け警察庁生活安全局人身安全・少年課長通知）が発出さ

れ、過量服薬による少年の非行等の防止にかかる協力依頼がなされたところ、貴団

体におかれてもご協力いただけますようお取りはからいのほど、よろしくお願いい

たします。 

なお、本協力依頼にかかる内容については、医薬品、医療機器等の品質、有効性

及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）に基づく医薬品販売に

かかる販売規制のみならず、広く防犯や若年者による医薬品の不適正な入手の防止

をはかる観点からのものであることを念のため申し添えます。 

 



別添


